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負
担
が
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

　�

受
診
後
医
療
機
関
で
全
額
（
10

割
）
支
払
い
を
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
後
日
領
収
書
を
持
参
し
、

役
場
町
民
税
務
課
で
申
請
を
お
こ

な
う
と
、
支
払
っ
た
額
の
内
７
割
、

８
割
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
給
付
さ
れ
る
額
は
滞

納
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
税
へ

充
当
し
た
残
額
と
な
り
ま
す
。

○
前
年
度
以
前
未
納
の
国
民
健
康
保

険
税
の
納
付
を
早
急
に
行
っ
て
く
だ

さ
い

　
���12
月
２
日
㈪
以
降
、
前
年
度
以
前

　�

未
納
の
国
民
健
康
保
険
税
が
完
納

と
な
る
ま
で
は
、
資
格
確
認
書
（
特

別
療
養
）
を
使
用
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
税
を
分
割
納
付

さ
れ
て
い
る
方
も
現
状
で
未
納
が
あ

る
場
合
は
、
本
件
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
税
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
方
は
、

早
急
に
納
税
相
談
を
お
こ
な
っ
て
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

調
整
給
付
金
支
給
対
象
者
へ
調
整
給

付
金
支
給
確
認
書
類
を
８
月
２
日
に

発
送
し
て
い
ま
す
。
確
認
書
類
を
受

け
取
り
、
受
給
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

確
認
書
等
を
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

○
確
認
書
等
の
返
送
期
限

　
10
月
31
日
㈭
【
必
着
】

※
返
送
期
限
ま
で
に
確
認
で
き
な
い

　�

場
合
は
、
給
付
金
を
辞
退
し
た
こ

と
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※�

確
認
書
類
に
不
備
が
あ
り
、
返
送
期

限
ま
で
に
ご
連
絡
等
が
と
れ
な
い
場

合
も
辞
退
と
み
な
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
町
民
の
み
な
さ
ま
に
は
、
行
政
区

を
通
じ
、
赤
十
字
活
動
資
金
と
し
て

７
７
１
，
０
０
０
円
の
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
み
な
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
寄
附

金
は
、
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守
る

活
動
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
後
と
も
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
支

援
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通)

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

○
前
年
度
以
前
未
納
の
国
民
健
康

保
険
税
が
あ
る
方
は
、
資
格
確
認
書

（
特
別
療
養
）
に
切
り
替
え
を
予
定

し
て
い
ま
す

　�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
一
部
改
正

法
の
施
行
に
よ
り
、
前
年
度
以
前

未
納
の
あ
る
方
に
発
行
し
て
い
る

短
期
被
保
険
者
証
は
、
���12
月
２
日

㈪
以
降
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

　�

資
格
確
認
書
（
特
別
療
養
）
に
切

り
替
え
と
な
り
ま
す
。

○
資
格
確
認
書
（
特
別
療
養
）
に
切

り
替
わ
る
と
、
医
療
機
関
で
の
窓
口

お
し
ら
せ
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国
民
健
康
保
険
税
の
早
期

完
納
を
お
願
い
し
ま
す

調
整
給
付
金
支
給
確
認
書
の
返

送
期
限
は
10
月
31
日
㈭
で
す

日
本
赤
十
字
社
資

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た

　町長から町の施策と現状を説明させていただくとともに、みなさんの率直な
ご意見や新たなアイディアをお聞かせいただき、今後の行政運営に反映するこ
とによって、よりよい未来を拓いていくために、次のとおりまちづくり懇談会
を開催します。
　ご近所の方お誘いあわせのうえ、多数ご参加をお待ちしています。

○開催日時・場所

○お問い合わせ　総務課　秘書・人事Ｇ　☎(84)1111（内線202）
※上記日程で都合が悪い場合は、対象行政区以外でも出席が可能です。

日　　　時 対　象　行　政　区 場　　　所

10月19日㈯ 午前10時から 元栗橋 元栗橋会館

10月19日㈯ 午後2時から 山王山、山王、江川、幸主、冬木 ふれあいセンター

10月20日㈰ 午後2時から 堀之内、新幸谷、小福田、大福田 中央公民館講堂

10月27日㈰ 午前10時から 土与部、原宿台 原宿台コミュニティセンター

10月27日㈰ 午後2時から 川妻、小手指、両新田 中央公民館講堂

まちづくり懇談会を開催します




